
総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の評価方法について

〇得点配分
 ☆加点の配分点 評価点全体の５％以上となるよう設定
 ★減点の配分点 加点の配分点＋１点となるよう設定 （詳細は入札説明書の評価基準表を参照のこと）

〇加点に必要な書類
事業年度単位又は暦年単位のいずれかにおいて、賃上げを表明した書類（書式は入札説明書を参照のこと）

中小企業等は、直近の事業年度の法人税申告書別表１も提出（非中小法人に該当していないことの証明に用いる）

〇加点に必要な賃上げ率
大企業：３％以上 中小企業等：１．５％以上

〇減点となる条件
賃上げ表明を行った者が契約者となり、賃上げの実施を証明する資料を期限内に提出しなかった場合又は賃上
げの実施を証明できなかった場合

〇減点の期間
賃上げ未実施企業と確定した日から１年間（この期間内に入札公告日を迎える案件に適用）

※賃上げ未実施企業であるとの判定は、財務省主計局法規課から防衛省への通知をもって確定

〇減点の対象発注機関
防衛省の全ての発注機関

※防衛省以外の政府調達発注機関において対象となるかは個別に確認すること

〇共同企業体の評価の考え方
☆加点を受けるためには、共同企業体に参加する全ての企業が賃上げ表明を行うこと
★賃上げが実施されたかの確認は、共同企業体に参加する企業ごとに行う
★共同企業体に賃上げ未実施企業が含まれている場合、当該共同企業体は減点を受ける

〇対象案件
総合評価落札方式を行う案件で、令和４年度以降に契約するもの



〇賃上げの実施を証明する方法
➀事業年度での賃上げを表明した場合
ⅰ）大企業
【賃上げを表明した事業年度】
【前事業年度】

（労務費＋役員報酬＋従業員給料）/「期末従業員等の状況」の「計」
（労務費＋役員報酬＋従業員給料）/「期末従業員等の状況」の「計」

＝ ３％以上

ⅱ）中小企業等
【賃上げを表明した事業年度】
【前事業年度】

（労務費＋役員報酬＋従業員給料）
（労務費＋役員報酬＋従業員給料）

＝ １．５％以上

※「労務費」「役員報酬」「従業員給料」は「法人事業概況説明書」の「10 主要科目」の数値を、「期末従業員等の状況」の
「計」は「法人事業概況説明書」の「４ 期末従業員等の状況」の「計」の数値を入力
※「法人事業概況説明書」を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金
支払額を確認できる資料で代替すること

②暦年単位での賃上げを表明した場合
ⅰ）大企業
【賃上げを表明した年】 支払金額/人員
【上記の前年】 支払金額/人員

＝ ３％以上

ⅱ）中小企業等
【賃上げを表明した年】
【上記の前年】

支払金額
支払金額

＝ １．５％以上

※「支払金額」「人員」は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「１ 給与所得の源泉徴収票合計表（375）の
「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」に記載された数値を入力

☆ ➀・②により賃上げの実施が証明できない場合でも、税理士又は公認会計士等の第三者により賃上げの実施が
証明できると認められる資料等で代替することができる（詳細は別紙参照）

〇賃上げの実施を証明する資料、提出期限及び提出場所
➀事業年度での賃上げを表明した場合
資料 賃上げを表明した事業年度とその前年度の「法人事業概況説明書」又はその類似書類
提出期限 賃上げ実施期間終了月の月末から３か月以内

②暦年単位での賃上げを表明した場合
資料
提出期限

賃上げを表明した年とその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」

提出場所
沖縄防衛局

総務部契約課

賃上げ実施期間終了月の月末から３か月以内



別紙１

第三者により賃上げの実施が証明できると認められる資料等について

１．確認書類の提出方法

賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明

書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認めら

れる」ことが明記された書面（付紙様式１）を、賃上げを行ったことを示す

書類と共に提出すること。

なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をも

って賃上げ実績を証明させることも可能とする。

また、公認会計士にあっては、事業者が付紙様式２を記載し、公認会計士

は記載された賃上げ率等について、その計算の基礎となる帳簿その他の資料

との不一致や計算誤りがないことを確認することも可能とする（税理士など

の第三者についても、付紙様式１・付紙様式２のいずれかを提出することも

可）。

２．「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方

（１）中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たり

の平均受給額」いずれを採用することも可能。

（２）各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定

内賃金等により評価することも可能。

（３）従業員の給与を適切に考慮するため、適切に控除や補完が行われたも

ので評価することも可能。

※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表

及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を

期待するものである。

※ 例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっている等、実態として従業

員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意

的に評価方法を採用することや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期

間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水

増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なさ

れ、賃上げ未実施企業として評価されることに留意すること。

※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏ま

えて判断することも可能とする。



２．の具体例は以下のとおり。

（各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃

金等により評価する場合）

・ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額

が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額

等を評価する。

・定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価

する。

・ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇

の取得者等給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。

・働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対

応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手

当等を除いて給与総額等を評価する。

・災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事するこ

とが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災

害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一

時雇用を除いて給与総額等を評価する。

・業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。

（従業員の給与を適切に考慮するため、適切に控除や補完が行われたもので

評価する場合）

・「法人事業概況説明書 10 主要科目」に一部の従業員の給与が含まれない場
合、別途これを考慮して評価する。

・「法人事業概況説明書 10 主要科目」に外注や派遣社員の一時的な雇い入れ
による労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。

・「法人事業概況説明書 10 主要科目」に退職給付引当金繰入額といった実際
に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除い

て評価する。

・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない

場合は、これを除いて評価する。

・令和４年４月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４年度中に賃上

げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから１年間の賃上げ実績を

評価する。

・事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合に

は、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から１年間の賃上げ実績を評価

することができる。



①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。

※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが

行われていること。

②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実

施月を遅らせていないこと。)

※この場合の賃上げ実績の確認書類の提出期限は事業年度終了後３か月以

内。

※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものでは

ない。

◇ 本別紙は、財務大臣通知「総合評価落札方式における賃上げを実施する

企業に対する加点措置に係る賃上げ実績の確認の運用等について（財計第４

５２号。令和４年２月８日）」からの抜粋である。



（付紙様式１）

賃金引上げ計画の達成について

私は、〇〇株式会社が、令和○年度（令和○年○月○日から令和○年○月

○日までの〇〇株式会社の事業年度）（又は○年）において、令和〇年〇月〇

日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したこ

とを別添書類によって確認いたしました。

（同等の賃上げ実績と認めた評価の内容）

（記載例１） 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、

〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増加にとどま

ったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇％増加していたため、

表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。

（記載例２） 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等に

よる超過勤務手当が多く発生した（対前年度〇％増加）が、評価対象年度に

おいてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇％減と大きく減少した。

これらの要因により、給与支給総額は○％の増加にとどまったものの、基本

給総額は〇％増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認

めました。

令和 年 月 日

（住所を記載）

（税理士又は公認会計士等を記載） 氏名 ○○ ○○

（添付書類）

・〇〇〇

・〇〇〇



（付紙様式２）

賃金引上げ計画の達成について

当社は、評価対象事業年度において、〇人の従業員が退職する一方、〇人

の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増加にとどまった

ものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇％増加していたため、表

明書と同等の賃上げを実行したものと考えております。

この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通

り提出します。

令和○年○月○日

（住所）

（法人名）株式会社○○○

代表取締役 ○○ ○○

（添付書類）

・○○○

・○○○

上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについ

て、計算誤りがない旨確認しました。

令和○年○月○日

（住所）

（公認会計士等の氏名）

※上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではあり

ません。



賃上げ実績確認期間の後ろ倒しについて 【参考資料】

※以下の２つの条件を共に満たす場合、賃上げ実績確認期間を後ろ倒すことが可能。
①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること
（暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること）
②当該企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること（意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと）

事
業
年
度
単
位
の
場
合

令和４年４月以降の最初の事業年度開始時よ
りも前の令和４年度中に賃上げを実施した場
合は、その賃上げが実施されたときから１年
間の賃上げ実績を評価する。

例）実際の事業年度がR4.10～R5.9の場合
→最も早い場合、R4.4～R5.3まで前倒し可能

事業年度開始日より後の賃上げについては、
条件（※）を満たす場合、賃上げ実施日から
１年間の賃上げ実績を評価する。

例）実際の事業年度がR4.10～R5.9の場合
→最も早い場合、R4.4～R5.3まで前倒し可能
→最も遅い場合、R5.3～R6.2まで後ろ倒し可能

令
和
四
年
二
月
二
四
日
付

事
務
連
絡

契約を行う予定の会計年度
R4.4月

前倒し可能期間

R5.3月

R4.10月

本
事
務
連
絡

契約を行う予定の会計年度R4.4月

前倒し可能期間
（これまで通り）

R5.3月

R4.10月 R5.9月

後ろ倒し可能期間

：賃上げ開始日
：賃上げ終了日

：賃上げ開始日
：賃上げ終了日

例）暦年で賃上げ表明した場合

事
務
連
絡

二
四
日
付

令
和
四
年
二
月

R4.1月

R4.4月 R4.12月
契約予定の範囲

（R4.4～12月）

：賃上げ開始日
：賃上げ終了日

本
事
務
連
絡

暦
年
単
位
の
場
合

暦年開始日より後の賃上げについては、
条件（※）を満たす場合、賃上げ実施日
から１年間の賃上げ実績を評価する。

例）暦年で賃上げ表明した場合
最も遅い場合、R4.12～R5.11まで後ろ倒し可能

R4.1月
R4.4月 R4.12月契約予定の範囲

（R4.4～12月）
：賃上げ開始日
：賃上げ終了日

後ろ倒し可能期間

R5.9月



別紙２

天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することがで

きなかった者の取扱いについて

標記について、以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により

賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこ

ととする。

（１）特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関

する法律(平成８年法律第８５号)第２条第１項の規定に基づき指定された

特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主

たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措

置を課さないこととする。

（２）各種経済指標の動向等を踏まえ、平成２０年のいわゆる「リーマンシ

ョック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において

減点措置を課さないこととする。

（３）（１）及び（２）に該当しない場合であっても、次のような自らの責に

よらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が

署名または記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ない

と認める場合には減点措置を課さないこととする。

① 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な

災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事

業の遂行が一定期間不可能となった場合

② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合

③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代

価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合

など

※ 「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定

しているが、これに限らない。

※ 個別具体の天災事変等が（１）及び（２）に相当すると認められるかどう

かについては、別途周知する。

※ （１）から（３）は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知す

る可能性がある。



建設工事・建設コンサルタント等業務の総合評価落札方式における賃上げ
を実施する企業に対する加点措置に関するQ＆A

Q どのような資料を提出すれば加点を受けられますか。

A 事業年度単位又は暦年単位のいずれかにおいて賃上げを表明した書類を提出すれば加点を受けられます。
書類の様式は入札説明書に含まれています。

Q どの程度の賃上げを表明すれば良いのですか。

A 大企業は３％以上、中小企業等は１．５％以上の賃上げを表明すれば加点を受けられます。

Q 大企業か中小企業等かはどのように判定されますか。

A 法人税申告書別表１において非中小法人に該当していないかどうかで判定いたします。そのため、中小
企業等として賃上げ表明書を提出される場合は、法人税申告書別表１も一緒にご提出ください。

Q どの程度の加点を受けられますか。

A 総合評価の方式により点数は異なりますが、評価点全体の５％以上の加点となるように設定しています。
詳細は、入札説明書の評価基準表をご確認ください。

Q 企画競争やプロポーザル方式にも適用されますか。

A 総合評価落札方式のみの適用となりますので、企画競争やプロポーザル方式には適用されません。

－1－



Q どういった指標で賃上げされたかを判定するのでしょうか。

A 下記のとおりですが、事業年度単位か暦年単位か、大企業か中小企業等かで計算式が若干異なりま
す。ご注意ください。

ⅰ）事業年度単位・大企業

【賃上げを表明した事業年度】

【前事業年度】

（労務費＋役員報酬＋従業員給料）/「期末従業員等の状況」の「計」

（労務費＋役員報酬＋従業員給料）/「期末従業員等の状況」の「計」
＝ ３％以上

ⅱ）事業年度単位・中小企業等

【賃上げを表明した事業年度】

【前事業年度】

（労務費＋役員報酬＋従業員給料）
（労務費＋役員報酬＋従業員給料）

＝ １．５％以上

※「労務費」「役員報酬」「従業員給料」は「法人事業概況説明書」の「10 主要科目」の数値を、「期末従業
員等の状況」の「計」は「法人事業概況説明書」の「４ 期末従業員等の状況」の「計」の数値を入力

ⅲ）暦年単位・大企業
【賃上げを表明した年】 支払金額/人員

【上記の前年】 支払金額/人員
＝ ３％以上

ⅳ）暦年単位・中小企業等

【賃上げを表明した年】

【上記の前年】

支払金額

支払金額
＝ １．５％以上

※「支払金額」「人員」は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「１ 給与所得の源泉徴収票合計表
（375）の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」に記載された数値を入力
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Q 賃上げを表明して加点を受けて契約した後、表明した賃上げが実施できなかった場合にはどのよう
なペナルティが生じますか。

A 賃上げを表明して得られる加点よりも大きな減点を受けることになります。総合評価の方式によっ
て減点が異なりますので、詳細は、入札説明書の評価基準表をご確認ください。

Q 賃上げがされたかどうかの判定に用いられる資料の提出期限はいつですか。

A 事業年度単位での賃上げを表明した場合、暦年単位での賃上げを表明した場合ともに賃上げ実施期
間終了月の月末から３か月以内に沖縄防衛局総務部契約課へご提出いただきます。

Q 期限内に資料を提出しなかった場合はどうなりますか。

A 表明した賃上げが実施できなかった場合と同様の扱いとなります。

Q 沖縄防衛局だけでなく他の防衛局発注案件でも受注できたのですが、契約した全ての発注機関へ資
料を提出しなければなりませんか。

A 複数の発注機関で受注された場合の措置はまだ決定していませんが、提出先を１箇所に絞るように
する予定です。

Q 減点される期間はいつからいつまでですか。

A 賃上げ未実施企業や資料未提出企業の一覧が、財務省主計局法規課から防衛省に対して通知されま
す。その通知日から１年間が減点の対象期間となります。

Q 減点は沖縄防衛局発注分だけに課されるのですか。

A 防衛省全発注機関から課されます。他省庁等の対応は当局では分からないため、それぞれの
省庁等へご確認ください。 －3－



Q 自社がいつからいつまで減点の対象期間になるのかを知る方法はありますか。

A 賃上げを行った者であることが確認できなかった旨の通知を行います。この通知において減点措置
の開始時期及び期間等についてお知らせします。

Q 共同企業体（JV）として参加するのですが、代表者構成員の賃上げ表明書があれば加点されますか。

A 代表者構成員だけでなく、構成員全員の賃上げ表明書がなければ加点されません。

Q JVで出資比率が７０：３０の場合、７０の構成員が賃上げ表明書を提出すれば、７０％分の加点を
受けられますか。

A JVの場合は、構成員全員の表明書があれば１００％加点され、表明書が１社でも欠ければ一切加点されません。

Q JVの全構成員が賃上げ表明書を提出して加点を受けて受注できました。賃上げがされたかどうかの
判定に用いられる資料は、各構成員ごとに個別に提出するという理解でよろしいでしょうか。

A 各構成員ごとの提出となります。

Q 全構成員が資料を提出しましたが、残念ながら１社だけが賃上げ未実施企業となってしまいました。
この場合、JVの他の構成員も減点の対象となるのでしょうか。

A 賃上げ未実施企業となった社だけが減点の対象となります。

Q JVで出資比率が７０：３０で、３０の構成員が賃上げ未実施企業の場合、３０％分の減点となるの
でしょうか。

A 賃上げ未実施企業が１社でも含まれているJVは１００％の減点となります。 －4－



Q 当初は暦年単位で賃上げ表明を行いましたが、次回からは事業年度単位での賃上げ表明に切り替
えたいと考えています。問題はないでしょうか。

A 暦年単位から事業年度単位へ切り替えを行う場合、両者の賃上げ期間が重複しないことが条件と
なります。

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

賃上げを表明した事業年度賃上げを表明する前事業年度

賃上げを表明する前事業年度 賃上げを表明した事業年度

令和３年 令和４年 令和５年

賃上げを表明した年賃上げを表明する前年

令和６年

賃上げ期間が重複
しているためNG

賃上げ期間が重複
していないためOK

例 事業年度開始日が７月１日の場合
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Q 事業年度単位（令和４年１０月から翌年９月迄）で賃上げ表明を行いましたが、事業年度開始前
（令和４年７月）に賃上げの実施ができました。
この場合、賃上げ実施期間の前倒しは可能でしょうか。

A 令和４年４月以降の最初の事業年度開始よりも前の令和４年度中に賃上げを実施した場合は、そ
の賃上げが実施されたときから１年間の賃上げ実績を評価します。

本質問の場合、令和４年７月から翌年６月迄の１年間を評価期間とし、比較する期間は令和３年
７月から翌年６月迄の１年間となります。

なお、この場合の賃上げ実績確認資料として、税理士又は公認会計士等の第三者による証明が必
要となり、確認資料の提出期限は事業年度終了後３か月以内となります。

－６－

Q 事業年度単位（令和４年１０月から翌年９月迄）で賃上げ表明を行いましたが、賃上げは例年１
２月に実施しており、１２月からの１年間の実施期間で評価は可能でしょうか。

A 事業年度開始月より後の賃上げについては、以下の条件を満たす場合、賃上げ実施月から１年間
の賃上げ実績を評価します。

なお、この場合の賃上げ実績確認資料として、税理士又は公認会計士等の第三者による証明が必
要となります。

①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること（暦年中の賃上げを表明している
場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること）。

②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること（意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと）。



Q 賃上げ表明をし、加点評価され工事を契約しているが、会社の経営状況が悪化しているため、賃
上げを取りやめたいが減点の対象となるのでしょうか。

A 次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が
署名または記名・捺印した理由書の提出があり、支出負担行為担当官が必要ないと認める場合には減
点措置を課しません。

①自然災害（風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等）や人為的な災害（火災等）等により、
事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合

②主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合

③資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の対価の一部を受領できず資金繰
りが著しく悪化した場合

など
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